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20.  9.  1

　

8
月　

日
に
実
施
さ
れ
た
総
合

21

防
災
訓
練
で
は
、
残
暑
の
厳
し
い

中
を
多
く
の
市
民
の
皆
様
や
関
係

機
関
の
皆
様
に
ご
参
加
頂
き
ま
し

た
こ
と
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

総
合
防
災
訓
練
は
地
域
防
災
計

画
の
中
に
位
置
付
け
ら
れ
、
防
災

会
議
で
訓
練
内
容
を
決
定
し
て
い

ま
す
。
多
く
の
訓
練
内
容
が
あ
り

ま
し
た
が
、
今
年
は
、
6
月
に
発

生
し
た
「
岩
手
・
宮
城
内
陸
地
震
」

で
、
実
際
に
提
供
さ
れ
た
陸
上
自

衛
隊
に
よ
る
野
外
入
浴
施
設
の
設

営
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

近
年
国
内
で
は
地
震
が
多
発
し

て
い
て
、
つ
い
先
日
も
神
奈
川
県

東
部
を
震
源
地
と
す
る
震
度
4
の

地
震
も
発
生
し
ま
し
た
。
東
久
留

米
市
で
も
震
度
2
を
観
測
し
、
災

害
は
い
つ
襲
っ
て
く
る
か
分
か
ら

な
い
と
感
じ
て
い
ま
す
。

　

最
も
大
事
な
対
応
策
は
、「
一
人

ひ
と
り
が
日
ご
ろ
か
ら
い
ざ
と
い

う
と
き
の
た
め
の
備
え
を
、
ど
れ

だ
け
行
っ
て
お
け
る
か
」
だ
と
い

わ
れ
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
行
政
と
し

て
も
最
大
限
の
努
力
を
致
し
ま
す

し
、
今
ま
さ
に
地
域
防
災
計
画
の

全
面
改
正
に
も
取
り
組
ん
で
い
ま

す
。
災
害
時
要
援
護
者
の
支
援
や
、

避
難
所
の
運
営
、
関
係
機
関
の
本

格
支
援
ま
で
の
地
域
の
皆
様
と
の

協
力
関
係
な
ど
、
多
く
の
課
題
も

あ
り
ま
す
。

　

結
果
を
出
す
た
め
に
、
地
道
な

作
業
を
積
み
上
げ
、
ま
た
本
年
新

設
し
た
防
災
防
犯
課
を
中
心
に
努

力
し
て
参
り
ま
す
の
で
、
ご
理
解

と
ご
協
力
の
程
、
お
願
い
申
し
上

げ
ま
す
。

（　

年
分
）
に
所
得
の
減
少
、
扶

19
養
家
族
の
増
加
、
国
民
年
金
か
ら

厚
生
年
金
へ
の
変
更
等
が
あ
っ
た

場
合
は
、
受
給
の
対
象
と
な
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

　

所
得
制
限
（
上
表
参
照
）
を
確

認
の
上
、
新
た
に
対
象
と
な
る
方

は
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

※
6
月
に
現
況
届
を
提
出
し
た

方
は
新
規
申
請
の
必
要
は
あ
り
ま

せ
ん
。

申
請
に
必
要
な
も
の

　
【
乳
幼
児
・
義
務
教
育
就
学
児
医

療
費
助
成
】
①
健
康
保
険
証
の
写

し（
申
請
者
と
対
象
児
童
の
も
の
）

②
認
め
印
③　

年
1
月
2
日
以
降

20

に
東
久
留
米
市
に
転
入
し
た
方
は
、

　

年
1
月
1
日
在
住
の
市
区
町
村

20長
が
発
行
す
る「
平
成　

年
度（
平

20

成　

年
分
）
所
得
証
明
書
」

19

　
【
児
童
手
当
】①
健
康
保
険
証
の

写
し
（
受
給
者
の
も
の
）
②
受
給

者
名
義
の
銀
行
口
座
が
分
か
る
も

の
③
認
め
印
④　

年
1
月
2
日
以

20

降
に
東
久
留
米
市
に
転
入
し
た
方

は
、　

年
1
月
1
日
在
住
の
市
区

20

町
村
長
の
発
行
す
る
「
平
成　

年
20

度
（
平
成　

年
分
）
所
得
証
明
書
」

19

　

詳
し
く
は
子
育
て
支
援
課�
4

7
0
・
7
7
3
6
へ
。

現
況
届
の
提
出
は 

お

済

み

で

す

か

　

現
在
お
手
元
に
あ
る
乳
幼
児
・

義
務
教
育
就
学
児
医
療
証
の
有
効

期
間
は
9
月　

日
（
火
）
ま
で
で

30

す
。
医
療
証
の
継
続
の
た
め
に
は

現
況
届
の
提
出
が
必
要
で
す
。
ま

た
、
児
童
手
当
を
受
給
し
て
い
て
、

　

年
度
の
現
況
届
を
ま
だ
提
出
し

20て
い
な
い
方
も

至
急
手
続
き
を

し
て
く
だ
さ
い
。

　

現
況
届
の
用

紙
は
6
月　

日
13

付
け
で
、
現
在

受
給
中
の
方
へ
送
付
し
て
い
ま
す
。

新
た
に
受
給
の
対
象
に

な
る
場
合
も
あ
り
ま
す

　

こ
れ
ま
で
所
得
超
過
に
よ
り
、

乳
幼
児
・
義
務
教
育
就
学
児
医
療

費
助
成
や
児
童
手
当
の
対
象
と
な

ら
な
か
っ
た
家
庭
で
も
、　

年
度

20

　

市
で
は
、
公
立
・
私
立
幼
稚
園

ま
た
は
幼
稚
園
類
似
施
設
に
通
園

し
て
い
る
市
内
在
住
の
園
児
の
保

護
者
に
対
し
、
世
帯
の
所
得
に
応

じ
て
保
育
料
を
減
免
ま
た
は
補
助

す
る
幼
稚
園
等
就
園
奨
励
費
補
助

事
業
を
行
っ
て
い
ま
す
。
ま
だ
手

続
き
を
し
て
い
な
い
方
や
、
新
た

に
市
外
か
ら
転
入
し
た
方
は
、
子

育
て
支
援
課
（
市
役
所
2
階
）
で

至
急
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

対
象
区
分
と
減
免
補
助
（
園
児
一

人
あ
た
り
）
の
予
定
額
は
下
表
の

通
り
で
す
。

　

手
続
き
方
法
や
内
容
等
、
詳
し

く
は
同
課
子
育
て
支
援
係�
4
7

0
・
7
7
3
5
へ
。

　

市
で
は
、
経
済
的
な
理
由
な
ど

に
よ
り
、
公
立
小
・
中
学
校
で
か

か
る
費
用
が
非
常
に
大
き
な
負
担

と
な
っ
て
い
る
家
庭
に
対
し
て
、

教
育
費
の
一
部
を
援
助
し
て
い
ま

す
。
ま
だ
手
続
き
を
し
て
い
な
い

方
や
、
新
た
に
市
外
か
ら
転
入
し

た
方
は
、
学
務
課
（
市
役
所
6
階
）

で
至
急
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

こ
の
制
度
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
る
家
庭
は
、
お
子
さ
ん
と
同
居

す
る
方
全
員
が
次
の
項
目
の
い
ず

れ
か
に
該
当
し
て
い
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。

　

①
生
活
保
護
の
停
止
ま
た
は
廃

止
を
受
け
た
方
②　

年
度
市
民

20

税
・
都
民
税
が
非
課
税
の
方
、
固

定
資
産
税
や
国
民
年
金
な
ど
の
掛

け
金
等
が
減
免
さ
れ
て
い
る
方
③

児
童
扶
養
手
当
の
支
給
を
受
け
て

い
る
方
④
生
活
保
護
基
準
に
準
ず

る
世
帯
（
準
要
保
護
）
で
、　

年
19

分
の
世
帯
全
員
の
総
収
入
が
認
定

基
準
以
下
の
世
帯
の
方

　

詳
し
く
は
同
課
学
事
係�
4
7

0
・
7
7
7
9
へ
。

　

い
つ
起
こ
る
か
分
か
ら
な
い
火

災
、
そ
の
万
一
の
と
き
に
被
害
を

最
小
限
に
食
い
止
め
る
ポ
イ
ン
ト

は
、
早
い
1
1
9
番
通
報
と
炎
を

拡
大
さ
せ
な
い
た
め
の
初
期
消
火

で
す
。
こ
の
よ
う
な
行
動
が
迅
速
、

確
実
に
で
き
る
よ
う
、
一
定
規
模

以
上
の
防
火
対
象
物
に
は
自
衛
消

防
隊
が
組
織
さ
れ
、
日
ご
ろ
か
ら

火
災
等
に
備
え
訓
練
を
積
み
重
ね

て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
自
衛
消
防

隊
が
日
々
の
訓

練
の
成
果
を
発

表
し
ま
す
。

　
【
日
時
】9
月

　

日
（
水
）
午

24前
9
時
半
か
ら
（
雨
天
の
場
合
は

9
月　

日
〈
金
〉）

26

　
【
会
場
】財
団
法
人
機
械
振
興
協

会
技
術
研
究
所
敷
地
内
（
八
幡
町

一
丁
目
）

　

詳
し
く
は
東
久
留
米
消
防
署
前

沢
出
張
所 �
4
7
5
・
0
1
1
9

へ
。

自
ら
の
職
場
は
、

自
ら
の
手
で
守
ろ
う

　

年
度
全
国
統
一
防
火
標
語

２０「
火
の
し
ま
つ　

君
が
し
な
く
て　

誰
が
す
る
」

万
が
一
の
と
き
、国
民 

年
金
に
は
さ
ま
ざ
ま
な 

給
付
が
あ
り
ま
す

　

国
民
年
金
の
被
保
険
者
期
間

中
に
不
慮
の
事
故
な
ど
に
よ
り

死
亡
し
た
場
合
、
生
計
を
維
持

さ
れ
て
い
た
子
（　

歳
に
な
る

18

年
度
末
ま
で
）
の
あ
る
妻
ま
た

は
子
に
遺
族
基
礎
年
金
が
支
給

さ
れ
ま
す
が
、
ほ
か
に
も
国
民

年
金
か
ら
次
の
通
り
給
付
が
あ

り
ま
す
。

　

①
寡
婦
年
金
＝
保
険
料
納
付

済
期
間
ま
た
は
保
険
料
免
除
期

間
を
合
わ
せ
て　

年
以
上
あ
る

25

夫
が
死
亡
し
た
場
合
、　

年
以

10

上
継
続
し
て
婚
姻
関
係
の
あ
っ

た
妻
に　

歳
か
ら　

歳
に
な
る

60

65

ま
で
の
期
間
、
支
給
さ
れ
ま
す

②
死
亡
一
時
金
＝
保
険
料
納
付

済
期
間
の
合
計
が　

カ
月
以
上

36

あ
る
方
が
死
亡
し
た
場
合
、
遺

族
に
支
給
さ
れ
ま
す

　

※
保
険
料
納
付
済
期
間
に
は
、

一
部
免
除
を
受
け
て
い
た
期
間

も
含
ま
れ
ま
す
。
半
額
免
除
を

受
け
て
い
た
期
間
は
、
半
額
免

除
期
間
の
月
数
の
2
分
の
1
が

参
入
さ
れ
ま
す
。
同
様
に
4
分

の
1
免
除
を
受
け
て
い
た
期
間

は
4
分
の
3
が
、
4
分
の
3
免

除
を
受
け
て
い
た
期
間
は
4
分

の
1
が
納
付
済
期
間
に
参
入
さ

れ
ま
す
。

　

※
寡
婦
年
金
・
死
亡
一
時
金

と
も
、
被
保
険
者
が
死
亡
前
に

老
齢
・
障
害
基
礎
年
金
を
受
給

し
て
い
な
い
場
合
に
限
り
ま
す
。

お
支
払
い
に
ク
レ 

ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
が 

利
用
で
き
ま
す

　

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
払
い
は
、

事
前
に
申
込
用
紙
を
提
出
し
て
、

以
後
、
保
険
料
を
定
期
的
に
カ

ー
ド
会
社
が
立
替
払
い
し
、
カ

ー
ド
会
社
か
ら
会
員
に
請
求
す

る
方
法
で
す
。
支
払
い
方
法
は

次
の
通
り
で
す
。

　

①
毎
月
支
払
い
＝
毎
月
の
保

険
料
を
当
月
末
に
立
て
替
え
を

し
ま
す
②
一
年
分
支
払
い
（
前

納
）
＝
4
月
〜
翌
年
3
月
分
の

保
険
料
を
ま
と
め
て
4
月
末
に

立
て
替
え
を
し
ま
す
③
半
年
分

支
払
い
（
前
納
）
＝
4
月
分
〜

9
月
分
の
保
険
料
を
4
月
末
に
、

　

月
分
〜
翌
年
3
月
分
の
保
険

10料
を　

月
末
に
、
そ
れ
ぞ
れ
ま

10

と
め
て
立
て
替
え
を
し
ま
す

　

前
納
に
よ
る
割
り
引
き
額
は

現
金
で
納
め
る
場
合
と
同
様
で

す
。
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
払
い

に
は
口
座
振
替
割
り
引
き
は
適

用
さ
れ
ま
せ
ん
。

　

詳
し
く
は
武
蔵
野
社
会
保
険

事
務
所�
0
4
2
2
・　

・
1

56

4
1
1
へ
。
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幼
稚
園
等
へ
の
就
園
に
対
し
て

幼
稚
園
等
へ
の
就
園
に
対
し
て

奨
励
費
を
補
助
し
て
い
ま
す

奨
励
費
を
補
助
し
て
い
ま
す

教
育
費
の
一
部
を

援
助
し
て
い
ま
す

手
続
き
は
お
早
め
に

手
続
き
は
お
早
め
に

自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自
衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛
消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消
防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防
隊隊隊隊隊隊隊隊隊隊隊隊隊隊隊隊隊隊隊隊隊隊
活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活
動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動
審審審審審審審審審審審審審審審審審審審審審審
査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査
会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発
表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表
会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会

現況届が提出されないと…� �
６月分以降の児童
手当が受けられま
せん

１０月１日以降の乳
幼児医療証の交付
ができません

※上記所得制限額未満の方が対象です。

※乳幼児医療費助成制度は、５歳の誕生月まで所

得制限がありません。

乳幼児医療費助成・児童手当・義務教育
就学児医療費助成の２０年度（１９年分）
所得制限

厚 生 年 金 ・
各種年金加入者

国民年金
加入者等

扶養親族等の数

５３２万円４６０万円０人

５７０万円４９８万円１人

６０８万円５３６万円２人

６４６万円５７４万円３人

６８４万円６１２万円４人

７２２万円６５０万円５人

　※市民税の所得割とは、租税特別措置法による住宅借入金等特別税額控除等の控除適用前の額として
います。
　※各対象の、第２子とは小学校１年～３年生を第１子として就園している場合の最年長を、第３子と
は小学校１年～３年生を２人以上有している園児および同一世帯から２人以上就園している場合の次年
長の園児をいいます。

 私立幼稚園等補助額（年額） 単位：円

幼稚園類似
施設補助額

（市単独補助）

小学校１年～３年生の
兄・姉がいる世帯

小学校１年～３年生の
兄・姉のいない世帯区分

（２０年度の市民税課税額） 第３子
以降（※）

第２子
（※）第１子第３子

以降第２子第１子

４５,１００１７６,０００１６２,０００－２６０,０００１９０,０００１４６,２００
生活保護世帯
市民税非課税世帯

３４,３００１４７,０００１２９,０００－２５３,０００１６５,０００１１０,８００市民税所得割非課税世帯

２６,３００１２６,０００１０６,０００－２４８,０００１４６,０００８４,２００
市民税所得割課税額

３４,５００円以下の世帯

１８,５００１０６,０００８３,０００－２４３,０００１２９,０００５９,２００
市民税所得割課税額
１８３,０００円以下の世帯

 公立幼稚園減免額（年額） 単位：円

小学校１年～３年生の
兄・姉がいる世帯

小学校１年～３年生の
兄・姉のいない世帯区分

（２０年度の市民税課税額） 第３子
以降（※）

第２子
（※）第１子第３子

以降第２子第１子

３２,０００２６,０００－６６,０００３８,０００２０,０００

生活保護世帯

市民税非課税世帯

市民税所得割非課税世帯
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